稟　議　書

	■起案件名


	振込代行サービス、「弥生の一括振込サービス」への新規加入契約の件

ご決裁をいただきたくお願い申しあげます。

	起案日
	令和　　　 年　　　　月　　　　日
	稟議書番号
	第　　　　　　　　　号

	起案者〔1〕
	
	総務部受付日　令和　 　年　　 月　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	起案者〔2〕
	
	

	■決済を求める事項

	弥生株式会社とその協力会社が運営するインターネット振込代行サービス（商品名：弥生の一括振込サービス）は、通常の振込手数料より安価で振込みができるため、経費削減を目的とし新規加入契約を行いたい。

	■起案した理由

	1 弊社取引行（○○銀行）より振込手数料が安いため経費削減が可能となる。ただし、これより安価で振込めている○○銀行宛総合振込と給与・賞与振込については現状どおり○○銀行ファームバンキングで行なうこととする。

2 初期導入費用、および月額固定料金が不要であるため、初期投資が必要ない。

3 複数のパソコンで同時に振込データ作成が可能であるため、現状の○○銀行ファームバンキングのデータ入力シフト（順番待ち）が解消される。

4 組戻し手数料が無料であるため経費削減が可能となる。

5 ○○銀行のファームバンキングや、「弥生販売プロ・NE」、「弥生給与」に登録されている取引先マスターを利用でき、別途マスター登録は不要であるため導入作業が容易である。また、導入にともなう諸経費も不要である。
6 弥生の「スマート取引取込」と連動しており、○○銀行のファームバンキングの取引明細情報を自動的に「弥生会計」、「やよいの青色申告」に仕訳データとして取り込むことが可能であるため、明細入力作業が大幅に削減される。

7 当該サービスにおいて、過去に故障・事故は発生していない。

	■期待できる効果

	●総合振込
1 弊社の振込は主に、原材料の仕入決済や外注加工費が多く、過去1年の他行宛3万円以上の振込件数は月間70件。○○銀行手数料770円（税込）

2 弊社は弥生製品のあんしん保守サポート契約を結んでいるため、振込手数料330円（税込）
70件×770円＝53,900円　70件×330円＝23,100円　

53,900円－23,100円＝30,800円　　月間　30,800円の経費削減　　年間　369,600円の経費削減
●給与・賞与振込
1 件数は月間60件。○○銀行手数料330円（税込）

2 弊社は弥生製品のあんしん保守サポート契約を結んでいるため、振込手数料105円（税込）
60件×330円＝19,800円　60件×105円＝6,300円　

19,800円－6,300円＝13,500円　　月間　13,500円の経費削減　　年間　162,000円の経費削減
※問題なければ、次月関連会社○○社においても利用を薦めたい。

	決済区分
	可　決
	否　決
	保　留
	変更又は条件付

	
	
	
	
	

	社　長


	専　務
	常　務
	部　長
	課　長

	決済日
	令和         年         月         日


